
つ
い
に
、
要
介
護
３
以
上
の
高
齢
者
へ
の
所
得
税
・
住
民

税
の
控
除
が
拡
大
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
02
年
３
月
以
来
、
共

産
党
が
一
貫
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
も
の
。
「
各
種
控
除
の

廃
止
に
よ
る
住
民
税
増
税
、
国
保
・
介
護
保
険
料
へ
の
連
動

値
上
げ
の
中
、
区
と
し
て
で
き
る
、
負
担
の
軽
減
策
を
行
う

べ
き
」
と
論
戦
し
て
き
ま
し
た
。

申
請
は
、
区
役
所
３
階
高
齢
福
祉
課
で
、
確
定
申
告
の
際

の
必
要
書
類
が
受
け
取
れ
ま
す
。
手
続
き
お
忘
れ
な
く
。

ご
存
知
で
す
か

要
介
護
３
・
４
・
５
の
控

除
今
年
１
月
か
ら
６
ヶ
月

以
上
介
護
保
険
で
要
介
護

３
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
の
所
得
税
、
住
民
税
が

控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

従
来
は
要
介
護
４
、
５

の
み
で
し
た
が
、
新
た
に

要
介
護
３
（
区
内
１
６
０
０

人
）

も
対
象
と
な
り
ま
し

た
。
控
除
に
は
区
役
所
で

申
請
し
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
（
略:

認
定

書
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

区
窓
口
は
高
齢
福
祉
課

（
５
７
４
２
‐
６
７
３
０
）
。

え
っ
知
ら
な
か
っ

た

と
言
う
方
へ

要
介
護
４
・
５
は
、
以

前
か
ら
対
象
で
し
た
が
、

区
の
広
報
紙
に
も
小
さ
く

し
か
掲
載
さ
れ
ず
（
下
参

照
）
、
知
ら
な
い
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
２
年
間
に
限
り
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
請
求
で
き

ま
す
の
で
今
か
ら
で
も
申

請
し
ま
し
ょ
う
。
還
付
金

と
し
て
返
還
さ
れ
ま
す
。

今
年
１
月
、
申
請
開
始

お
忘
れ
な

く
申
請
時
の
、
持
ち
物
は
、

印
鑑
と
申
請
者
の
本
人
確

認
の
み
。
「
認
定
書
」
を

も
ら
い
、
確
定
申
告
の
時

に
提
出
し
て
下
さ
い
。

ご
家
族
に
要
介
護
３
、

４
、
５
の
高
齢
者
が
い

２００８年１月２０日（火）

ＮＯ２０１

区議控室 ℡ 5742-6818

事務所 大井３-１９-７-101

℡ 3773-3231

週刊区政報告に対するご意見、ご要望お寄せください ＨＰは「品川 共産党」で検索

要介護３･４･５の方
住民税、所得税の
控除対象がスタート

確定申告の際、「認定書」
の提出をお忘れなく！

昨 年 １ ２ 月 ２ １ 日 付 け 品 川 区 広 報 Ｐ ６
に見落としてしまうほど小さく掲載。



『気軽な町の無料法律相談会』のお知らせ
次回の相談会は２月末を予定。決まり次第お知らせいたします。生活相談（保育園、

税金、介護、医療など）は、いつでもお気軽にお電話下さい。

昼：区議控室５７４２－６８１８ 夜：事務所３７７３－３２３１

所
得
税
と
住
民
税
へ
の
、
新
た

の
控
除
拡
大
は
、
自
公
内
閣
が
進

め
る
庶
民
大
増
税
の
中
で
、
品
川

区
と
し
て
で
き
る
区
民
負
担
軽
減

策
で
す
。
共
産
党
の
提
案
に
当
初
、

区
は
「
考
え
て
い
な
い
」
と
の
冷

た
い
答
弁
で
し
た
が
、
昨
年
の
区

議
選
の
結
果
を
受
け
る
中
、
５
月

の
緊
急
区
長
要
請
で
、
区
長
は

「
調
査
す
る
」
と
回
答
。
６
月
議

会
で
対
象
拡
大
が
実
現
し
ま
し
た
。

い
ま
、
福
祉
充
実
を
の
声
が
、

政
治
を
動
か
し
始
め
て
い
ま
す
。

来
月
２
月
か
ら
は
、
い
よ
い
よ

予
算
議
会
が
始
ま
り
ま
す
。
引
き

続
き
、
く
ら
し
を
守
る
た
め
力
を

合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。
な
か
つ
か
亮
。

区
民
負
担
軽
減
に
向
け
奮
闘
、
つ
い
に
実
る
。

日
本
共
産
党

「要介護３まで 所得税と住民税が減免されます」とお知らせする、
昨年発行の日本共産党区議会報告８月号。あかはた新聞ほか、朝日、
読売、毎日、産経など一般紙にも折込ました。

認定書の発行で
（区への申請が必要、表面参照）

□障害者控除と同様、所得税２７万円、住民税

２６万円の控除が受けられます。

□合計所得１２５万円以下の人は、住民税が非

課税になります。

□特別障害者控除と同様、所得税４０万円、住

民税３０万円の控除。

□合計所得１２５万円以下の人は、住民税が非

課税に。

□７０歳以上で要介護４か５の親を扶養してい

る場合、所得税で１３３万円、住民税で９８万

円の控除。わからない事はお気軽にご相談を。


